
  

４ 疾病予防対策の促進２（成人保健） 
 壮年期から高齢期の市民等を対象に，日常における生活習慣の改善や老後における健康の保

持を図るため，健康手帳の交付，健康教育，健康相談，健康診査等の成人保健事業を推進す

る。 

 

（１）健康手帳の交付（昭和58年度開始 予算：260千円 国1/3,県1/3,市1/3） 

  【事業の目的・内容】 

   健康増進法に基づく健康手帳交付事業として，特定健診・保健指導等の記録，その他健康の

保持のために必要な事項を記録し，自らの健康管理に役立てるとともに，適切な医療を受ける

指針として活用することを目的に交付している。 

   平成２０年度の医療制度改革に伴い，根拠法令が変更になったことから健康増進課等で対応

する。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

老人保健法 第13条 

（～19年度） 

健康増進法第17条 

第1項 

健康増進課健康診査グループ，健康増進課保健センター 

保健福祉総務課保健福祉相談担当（中央部・東部・北西部・

南部），保険年金課，高齢福祉課 

河内･上河内地域自治センター保健福祉課保健グループ 

《実 績》 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

交付数 ４，４８４ ３，７５４ ３，５７１ ３，４０２ ３，１７５

 

（２）健康教育 

① 腎臓病予防講座（平成10年度開始 予算：204千円 国1/2,市1/2） 

 【事業の目的・内容】   

   腎臓病に対する知識を深め，適切な対応ができるよう支援し，腎臓病の発症予防，早期発

見・早期治療につなげることを目的とする。 

 

 根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

健康増進法 第17条第1項 健康増進課健康づくりグループ 

 
《実 績》 

年度 実施回数 参加延人員 

平成21年度 年１回 １２５人 

平成22年度 年１回 １１７人 

平成23年度 年１回 ８５人 

平成24年度 年１回 ７６人 

平成25年度 年１回 ９７人 
 

 

②  糖尿病に関する講座・講習会（予算：２８２千円 市医師と共催 国1/2，市1/2） 

【事業の目的・内容】 

   「第２次健康うつのみや21」計画の重点分野である糖尿病対策のひとつとして「糖尿病患者

の発症及び合併症の減少」を目標に，医師等による講話等を通して，糖尿病や糖尿病合併症に

関する正しい知識の普及や糖尿病予防に必要な生活習慣改善を支援する。 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

健康増進法 第17条第1項 健康増進課健康づくりグループ 
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《実 績》 

 ア 糖尿病合併症予防講習会（平成14年度開始）  

年度 内容・講師  参加者数

平成21年度 

講演 
「動脈硬化～頭から足まで～」 

済生会宇都宮病院腎・内分泌科医長 藤田 延也 氏 
「あなたの足を守ります」済生会宇都宮病院  

済生会宇都宮病院糖尿病認定看護師 菊地 祐子 氏 

186人 

平成22年度 

講演 
「健康な生活に必要なお口の健康」～歯周病と全身の関わりについて～

獨協医科大学口腔外科学講座教授 今井 裕 氏 
「糖尿病の患者さんで，注意していただきたい肺の感染症とは？」 

獨協医科大学内科学 呼吸器・アレルギー内科  
准教授 福島 康次 氏 

76人 

平成23年度 

講演 
「糖尿病と狭心症・心筋梗塞」 

自治医科大学循環器内科 教授 勝木 孝明 氏 
「知らないと損！糖尿病とたばこの意外な関係」 

栃木県立がんセンター呼吸器内科 医長 神山 由香理 氏 

89人 

平成24年度 

講演 
「糖尿病の合併症例の実際」 

済生会宇都宮病院糖尿病・内分泌内科診療科長藤田延也 氏 

「糖尿病～その影にひそむ血管合併症～」 

獨協医科大学 内分泌代謝内科 講師 鈴木 國弘 氏 

111人 

平成25年度 

講演 

「糖尿病合併症と血糖値・HbA1c」 

自治医科大学附属病院内分泌代謝科 准教授 長坂昌一郎 先生 

「糖尿病薬の種類と特徴 ～あなたの薬教えます～ 」 

医療法人社団友志会 石橋総合病院 副院長 笠井貴久男先生 

64人 

イ 糖尿病予防講座（平成17年度開始） 

年 度 実施回数 参加延人数 

平成21年度 １日間  １回 ３２人 

平成22年度 １日間  １回 ５５人 

平成23年度 １日間  １回 ５５人 

平成24年度 １日間  １回 ５０人 

平成25年度 １日間  １回 ３９人 

 

⑤ 糖尿病食事療法教室（平成20年度開始 予算：281千円 国1/2，市1/2） 

糖尿病に関する正しい知識の習得や，糖尿病の発症及び合併症予防に必要な生活習慣（特に

食習慣）の見直し改善を図ることを目的とし，管理栄養士による集団教育と個別相談を併用し

た教室を実施する。 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

健康増進法 第17条第1項 健康増進課健康づくりグループ 

《実 績》 

年 度 実施回数 参加延人数 

平成21年度 ５日間１コース    ６回 ５８人 

平成22年度 ５日間１コース    ４回 ４８人 

平成23年度 ５日間１コース    ５回 ６６人 

平成24年度 ５日間１コース    ６回 ６３人 

平成25年度 ５日間１コース    ６回 ５６人 
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⑥ 地区における健康教育 

（昭和29年度開始 健康増進課予算：３６７千円 国1/3，県1/3，市1/3 

         高齢福祉課予算：５３６千円） 

  【事業の目的・内容】 

    生活習慣病の予防その他健康に関する事項について，正しい知識の普及を図ることにより，

「自分の健康は自らが守る」という認識と自覚を高め，健康の保持増進に資することを目的

とする。65歳以上の高齢期世代に対しては，高齢福祉課の介護予防事業と連携を図り，実施

する。 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

健康増進法 第17条第1項 

介護保険法 第115条の44第1

項 

保健福祉総務課保健福祉相談担当（中央部・東部・北

西部・南部） 

河内･上河内地域自治センター保健福祉課保健グループ

《実 績》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 女性の健康力アップ事業（平成21年度開始 予算：536千円 国1/3，県1/3，市1/3） 

【事業の目的・内容】 

    平成19年4月に策定された「新健康フロンティア戦略」において，「女性の健康力」が柱の

一つに位置づけられた。女性が生涯を通じて健康で明るく，充実した日々を自立して過ごす

ために，講演会及びパネル展，キャンペーンなどを実施し,疾病に関する正しい知識の普及や

健康づくりの啓発を行う。  

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

健康増進法 第17条第1項 

がん対策基本法 第12条 

新健康フロンティア戦略 

健康増進課健康づくりグループ 

健康増進課保健センター 

 

ア 女性の健康力アップ講演会（保健センター） 

《実 績》 

年度 内容・講師 参加者数

平成21年度 
「女性のからだ いきいきナビ」 

ウィミンズ･ウェルネス 銀座クリニック院長 対馬 ルリ子氏 
62 人 

平成22年度 東日本大震災のため講演会は中止 

平成23年度 
「ずっと輝くあなたでいるために～女医から学ぶホルモン力～」 

獨協医科大学産婦人科教授 望月 善子氏 
 70 人 

平成24年度 
「ずっと輝くあなたでいるために～高めようこころの健康力～」 

家族相談室エコーズ 阿部 美代子氏 
90 人 

平成25年度 
「食美容で内面から美しく～食を通じたカラダも喜ぶ美容法とは～」

  銀座セラピストカレッジ 山崎 ちなつ氏 
66人 

 

 

年度 

回数 参加人数（延） 

市主催 派遣申請 合計
40歳 

未満 

40～ 

64歳 

65歳 

以上 
不明 計 

平成23年度 ４９ ９４ １４３ ３６６ ６７０ ２，３５６ ５４ ３，４４６

平成24年度 ７１ ７０ １４１ ３７８ ５１８ ２，０８４ ４７ ３，０２７

平成25年度 ７８ ９０ １６８ ２２６ ５７８ ２，７０２ ５１ ３，５５７
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イ 女性の健康週間イベント（保健センター）（平成23年度開始） 

   【事業の目的・内容】 

厚生労働省が主唱する女性の健康週間に併せて，パネル展示や健康教育等を実施し， 

   女性の健康に関する知識の向上と，女性を取り巻く健康問題に対する社会的関心を図る。 

《実 績》 

年 度 実施期間
パネル 

展示 

骨密度

測定 

運動 

教室 

栄養 

教室 

健康 

相談 

ズンバで 

エクササイズ 

平成23年度 6 日間 延 250 人 124 人 18 人 21 人 4 人 ― 

平成24年度 6 日間 延 414 人 112 人 15 人 20 人 5 人 ― 

平成25年度 6 日間 延 684 人 166 人 15 人 ― ― 78 

 

ウ ピンクリボンキャンペーン（平成19年度開始） 

【事業の目的・内容】 

    市民に乳がんの正しい知識の普及を行い，自己触診法の定着やマンモグラフィ検診の受診

率を向上させ，乳がんによる死亡者を減少させることを目的として，普及啓発を行う。平成2

1年度からは，女性の健康力アップ事業の一つとして，キャンペーンを実施していく。  

《実 績》 

年 度 実施内容 

平成21年度

・宇都宮タワーライトアップ 

・ ピンクリボンキャンペーンイベント（（東武宇都宮百貨店，グリーン

スタジアム，清原体育館,ジャパンカップ前夜祭） 

・ポスター掲示，啓発グッズの配布：庁外協力施設 34 施設 

平成22年度

・宇都宮タワーライトアップ 

・ピンクリボンキャンペーンイベント（東武宇都宮百貨店，グリーンス

タジアム，オリオン通り） 

・ポスター掲示，啓発グッズの配布：庁外協力施設 46 施設 

平成23年度

・ピンクリボンキャンペーンイベント（東武宇都宮百貨店，グリーンス

タジアム，オリオンスクエア，歩け歩け大会） 

・ポスター掲示・啓発グッズの配布：庁外協力施設 51施設 

・入浴施設やスポーツジム等へのシャワーカードの配布 

平成24年度

・ピンクリボンキャンペーンイベント（東武宇都宮百貨店，グリーンスタ

ジアム，オリオンスクエア，歩け歩け大会） 

・ポスター掲示・啓発グッズの配布：庁外協力施設 51施設 

・入浴施設やスポーツジム等へのシャワーカードの配布 

平成25年度

・ピンクリボンキャンペーンイベント（東武宇都宮百貨店，東図書館，視

聴覚ライブラリー） 

・ポスター掲示・啓発グッズの配布：庁外協力施設  51施設 

・ピンクリボンキャンペーン協力団体募集 

 

⑧ 健康増進普及月間関連事業（平成21年度開始 予算：293千円   国1/3，県1/3，市1/3） 

  【事業の目的・内容】 

    生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣改善の重要性について正しい知

識を普及する。また，検診により早期発見・早期治療ががん征圧に効果的であることから，

がんについての正しい知識の普及，早期発見及び早期治療の認識の徹底を図るとともに，特

定健診・がん検診の受診率向上を促すものとする。 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

健康増進法  第17条第1項 
健康増進課健康づくりグループ 

健康増進課保健センター 
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《実 績》 

年 度 内 容 会 場 日 数 参加者数

平成22年度

・健康増進普及月間パネル展示 

・健康づくり推進員・食生活改善推進

員による体験コーナー 

市役所市民ホール 5日間 644名 

平成23年度

・健康増進普及月間パネル展示 

・健康づくり推進員・食生活改善推進

員による体験コーナー 

市役所市民ホール 5日間 617名 

平成24年度

・健康増進普及月間パネル展示 

・健康づくり推進員・食生活改善推進

員による体験コーナー 

市役所市民ホール 5日間 590名 

平成25年度

・健康増進普及月間パネル展示 

・健康づくり推進員・食生活改善推進

員による体験コーナー 

市役所市民ホール 5日間 299名 

 

・健康増進普及イベント 会場：保健センター 

年 度 
実施 
日数 

講演会
健康

チェック

コーナー

運動 
コーナー

栄養 
コーナー

チャレンジ

コーナー 

健康づくり

講座 

生活習慣

病予防 

講座 

平成21年度 2日間 94人 406人 200人 253人 385人  111 

平成22年度 2日間 44人 229人 122人 307人 141人 99 人 174 

平成23年度 2日間 96人 423人 149人 122人 181人 52 人 196 

平成24年度 2日間 73人 187人 19人 41人 24人 52 人 102 

平成25年度 2日間 75人 186人 50人 98人  85 人 105 

＊平成26年度より，がん講演会を生活習慣病予防講演会へ統合して実施 

 

⑨ 健康づくり栄養教室（予算：162千円） 

   【事業の目的・内容】 

市民がメタボリックシンドロームや生活習慣病を予防するため，栄養や運動を中心とし    

た講話や実習を通して日頃の生活習慣を見直し，健康づくりのための活動が実践できるよう

に支援する。 

 

 

《実 績》 
年度 実施回数 人数(延) 

平成21年度 
食育編 １日コース  １６回 ３５４人 

生活習慣病予防編 １日コース   ６回 １３３人 

平成22年度 糖尿病食事療法のための調理実習 １日コース   ４回 ６６人 

平成23年度 

高血圧予防編 ２回 ４１人 

動脈硬化予防編 ２回 ４７人 

腎臓病予防編 ２回 ５０人 

骨粗しょう症予防編 ２回 ４３人 

糖尿病食事療法のための調理実習 ５回 ６７人 

平成24年度 

高血圧予防編 ２回 ２１人 

動脈硬化予防編 ２回 ３４人 

骨粗しょう症予防編 ２回 ３７人 

糖尿病食事療法のための調理実習 ４回 ６１人 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

老人保健法 第14条（～19年度） 

健康増進法 第17条第1項 
健康増進課保健センター 
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平成25年度 

高血圧予防編 ２回 ３６人 

動脈硬化予防編 ２回 ３３人 

骨粗しょう症予防編 ２回 ４４人 

糖尿病食事療法のための調理実習 ４回 ６０人 

  ・食育編は｢食育の推進(食育講座)｣に組み替えて実施 
  ・平成23年度より「健康づくり栄養講座」として内容を充実させて実施 

 

⑩ 保健センター運動推進事業（予算：97千円 国1/3,県1/3,市1/3） 

   【事業の目的・内容】 

生活習慣病の発症に大きく関与いているメタボリックシンドロームを予防・改善するとと

もに，高齢期を迎えても要介護状態に陥ることなく，健康でいきいきとした生活が送れるよ

う，運動を中心とした講話や実技を通して，個人のライフスタイルや体力に合った運動習慣

の定着を図れるよう支援する。 

 

 

 

 

 

ア 健康づくり運動教室 

《実 績》 

年度 教室名 日数 実施回数 人数(実) 人数(延)

平成20年度

ストレッチ教室 

286日 539回 517人 33,365人

平成21年度 283日 710回 517人 34,557人

平成22年度 246日 501回 491人 21,129人

平成23年度 健康づくり運動教室 214日 381回 584人 17,949人

平成24年度

健
康
づ
く
り 

運
動
教
室 

継続者コース 179日 359回 511人 17,108人

エクササイズデビューコース 33日 33回 94人 549人 

アクティブシニアコース 33日 33回 21人 238人 

平成25年度

健
康
づ
く
り

運
動
教
室 

継続者コース 175日 316回 1,000人 11,467人

エクササイズデビューコース 30日 30回 61人 434人 

  ・平成22年度までは「ストレッチ体操」として実施 

   イ カラダげんき運動教室 

《実 績》 

年度 実施内容 回数 人数(延)

平成21年度

基本編 

一緒に歩こう編 

健康度アップ編(2日間コース) 

6回 

3回 

8回 

73人 

37人 

60人 

平成22年度 基本編(2日間1コース) 4回 126人 

平成23年度

ウォーキング編 12回 132人 

筋トレ編 6回 67人 

バランスボール編 2回 58人 

平成24年度

ウォーキング編 8回 63人 

筋トレ編 5回 55人 

バランスボール編 4回 52人 

平成25年度

ウォーキング編 6回 54人 

青竹編 2回 21人 

ミニボール編 2回 21人 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

老人保健法 第14条（～19年度）

健康増進法 第17条第1項 

介護保険法 第115条の44第1項 

健康増進課保健センター 
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  ・平成22年度までは「ウォーキング教室」として実施し，平成23年度より，「カ 

ラダげんき運動教室（ウォーキング編）」へ組み替え，内容を充実させながら実施 

 

ウ 健康アップ教室 

  《実 績》 

年度 実施回数 人数(延) 

平成22年度 1回（４日間１コース） 92人 

平成23年度 2回（各４日間１コース） 95人 

平成24年度 2回（各３日間コース） 56人 

平成25年度 2回（各３日間コース） 83人 

  ・平成22年度は後期実施分を，「旧：健康づくり事業」の中で，内容を組み替えて実施 

 

エ ボディシェイプ教室（各20回1コース） 

  《実 績》 

年度 教室名 実施回数 人数(延)

平成23年度 脱メタボ運動教室 40回 1,043人

平成24年度 

脱メタボ運動教室（初心者コース） 20回 231人 

脱メタボ運動教室（継続者コース） 20回 197人 

脱メタボ運動教室（初心者・継続者統合コース） 20回 155人 

平成25年度 ボディシェイプ教室 20回 123人 

  ・平成23年度より，新規に実施 

  ・平成25年度は「ボディシェイプ教室」へ名称を変更し，内容を充実させながら実施 

 

オ しっかり貯筋運動教室（各15回1コース） 

  《実 績》 

年度 実施コース 実施回数 人数(延) 

平成23年度 

火曜日コース 40回 1,440人 

木曜日コース 40回 1,367人 

日曜日コース① 40回 1,134人 

日曜日コース② 40回 900人 

平成24年度 

火曜日コース 40回 741人 

木曜日コース 40回 771人 

土曜日コース 40回 611人 

平成25年度 

月曜日コース 30回 354人 

火曜日コース 30回 369人 

木曜日コース 30回 485人 

   ・平成23年度より，新規に実施 

 

カ 運動サポート相談（平成23年度開始 予算：10千円） 

  《実 績》 

   【一般】 

年度 実施回数 人数(延) 

平成23年度 12回 51人 

平成24年度 34回 65人 

平成25年度 12回 19人 

   平成23年度より新規に実施 

 

   【随時】 

年度 実施回数 人数(延) 

平成25年度 31回 60人 
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   【地域：健康づくり推進員対象】 

年度 実施回数 人数(延) 

平成23年度 24回 279人 

平成24年度 32回 327人 

平成25年度 35回 347人 

   平成23年度より新規に実施 

 

  キ 運動チャレンジタイム（平成24年度開始） 

《実 績》 

年度 実施回数 人数（延）

平成24年度 170回 2695人 

平成25年度 412回 14,335人 

 

ク オーダーメイド型運動教室（平成24年度開始） 

《実 績》 

年度 実施回数 人数 

平成24年度 3回 46人 

平成25年度 0回 0人 

  

ケ 介護予防・地域運動推進モデル事業（平成24年度開始） 

 《実 績》 

年度 実施回数 人数（延） 

平成24年度 8回 73人 

平成25年度 8回 114人 

 

（３）健康相談（昭和58年度開始健康増進課予算：１７１千円 国1/3，県1/3，市1/3 

               高齢福祉課予算：１０４千円） 

【事業の目的・内容】 

   市民の心身の健康に関し，個別に必要な指導及び助言を行い，相談者自ら問題解決のための

行動がとれるよう援助することをねらいとして，健康相談室や電話による健康相談を行う。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

健康増進法 第17条第1項 

介護保険法 第115条の44第1項

健康増進課健康づくりグループ 

健康増進課保健センター 

保健福祉総務課保健福祉相談担当(中央部・東部・北西部・南部)

河内･上河内地域自治センター保健福祉課保健グループ 

《実 績》 

ア 健康相談（毎日） 

所属別件数（延） 

相談種別（延） 

年度 高血圧
脂質 

異常症 
糖尿病

歯周 

疾患 

骨粗 

しょう症
病態別

女性の

健康 
総合 

介護 

家族 
計 

２３ ２７１ ８ １０ ０ ６ ７ ４ ２１５ １２ ５３３

２４ ２２０ １４ ６ ０ ４ １６ ２ ２５８ １２ ５３２

２５ ３２ １０ １０ ２ ４ １３ ２ ２７６ １４ ３６３

年度 保健所 
保健 

センター

上河内 

地域自治

センター

河内 

地域自治

センター

保健福祉総務課保健福祉相談担当 
計 

中央部 東部 北西部 南部 

２３ ５ ４３６ １６ ９ ２３ ９ ３ ２７ ５２８

２４ ９ ４４３ ２７ １２ ２２ ０ ４ １１ ５２８

２５ ７ ２４８ ４７ ５ ２８ １ １０ １３ ３５９
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イ 面接 

 所属別件数（延） 

相談種別（延） 

年度 高血圧
脂質 

異常症 
糖尿病

歯周 

疾患 

骨粗 

しょう症
病態別

女性の

健康 
総合 計 

２３ － １ － － － ７ １ ７ １６

２４ ２ １ ５ － － １９ ５ １３ ４５

２５ ３ １ ２ － １ １４ ２ １６ ３９

 

ウ イベント等 

回数・件数（延） 

 

 

 

 

 

 

相談種別（延） 

年度 高血圧
脂質 

異常症 
糖尿病

歯周 

疾患 

骨粗 

しょう症
病態別

女性の

健康 
総合 計 

 
２３ ３２６ ４０ ９ ０ ５３３ ５ ７４ １４７１ ２４５８

２４ ４０６ ２５ ２７ ０ ４８３ １８ ０ ９７２ １９３１

２５ ２５７ ３２ ３２ ０ ２６８ ６９ ０ ４１９ １０７７

 

エ 電話相談 

所属別件数（延）                      

 

 

 

 

 

 

相談種別（延） 

年度 高血圧 
脂質 

異常症 
糖尿病 

歯周 

疾患 

骨粗 

しょう症 
病態別 

女性の 

健康 
総合 計 

２３ ７ １１ ２１ ２ ３ ３１ ２５ ３５９ ４５９

２４ ４ １１ ３８ ２ ２ ６１ ３２ ５０５ ６５５

２５ １２ １１ ２７ ２ ５ ６４ ２２ ６７７ ８２０

 

 

年度 保健所 
保健 

センター

上河内 

地域自治

センター

河内 

地域自治

センター

保健福祉総務課保健福祉相談担当 
計 

中央部 東部 北西部 南部 

２３ ０ ０ １ １ ６ １ ３ ４ １６

２４ ０ ０ ３ ２ ７ ３ ８ １８ ４１

２５ ０ ０ ４ ４ １２ ３ ２ １３ ３８

年度 回数 件数 

２３ ４３ ２４５８

２４ ３９ １９３１

２５ ３５ １０７７

年度 保健所 
保健 

センター 

保健福祉 

相談担当等 
計 

２３ ２０４ ４７ ２０８ ４５９

２４ ３１６ ５９ ２８０ ６５５

２５ ３４５ １８５ ２９０ ８２０
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（４）訪問指導（昭和29年度開始 予算：１１千円 国1/3，県1/3，市1/3） 

【事業の目的・内容】 

   市民の健康の保持増進を図るため，何らかの健康問題があり援助を求めている個人および家

族に対して家庭訪問を実施し，健康問題解決のための相談に応じ，必要な指導および助言を行

う。また，健康診査・がん検診等の結果で医師により緊急性があると判断された場合に実施す

る。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

健康増進法 第17条第1項 

介護保険法 第115条の44第1項 

保健福祉総務課保健福祉相談担当（中央部・東部・北西

部・南部） 

河内･上河内地域自治センター保健福祉課保健グループ 

 

《実 績》 

訪問件数（延） 

年度 要指導者等 介護家族者 寝たきり者 その他 計 

２３ ２４ ０ ２ ５２ ７８

２４ ４０ １ １ ５７ ９９

２５ ５４ １ ４ ４７ １０６

 

  年齢構成内訳 

 ４０歳未満 ４０～６４歳 ６５歳以上 合計 

２３ ０ ４２ ３６ ７８

２４ ９ ６３ ２７ ９９

２５ ４ ５５ ４７ １０６

 

（５）健康診査 

 【事業の目的・内容】 

   生活習慣病の予防及び疾病の疑いのある者又は医療を要する者を早期発見するため，各種健

康診査を行う。また，特定健康診査の結果，生活習慣の改善が必要な者に対し，栄養や運動等

の保健指導を行うとともに，健康管理に関する正しい知識の普及を行い，健康についての認識

と自覚の高揚を図ることを目的とする。 

    ※各種健診受診率算出方法：受診者数(人)／対象者数(人) 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

高齢者の医療の確保に関する法律

第20条，第24条，第125条 

健康増進法第19条第2項 

健康増進課健康診査グループ 

 

① がん検診（予算：732,716千円 市単独） 

ア 肺がん検診(昭和38年度開始)  

《実 績》 

肺がん検診実施状況 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 

集団健診

個別健診

16,948

19,890

16,075

20,278

16,300

22,475

17,320

23,934

17,684

23,402

計 36,838 36,353 38,775 41,254 41,086

対象者数(人) 124,251 124,251 133,997 133,997 133,997

受診率(％) 29.6 29.3 28.9 30.8 30.7
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イ 胃がん検診（昭和38年度開始） 

《実 績》 

胃がん検診実施状況 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 

集団健診

個別健診

14,355

5,860

13,250

6,919

13,135

9,505

13,609

10,765

13,263

11,181

計 20,215 20,169 22,640 24,374 24,444

対象者数(人) 124,251 124,251 133,997 133,997 133,997

受診率(％) 16.3 16.2 16.9 18.2 18.2

 

胃がん検診（Ｘ線）実施状況 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 

集団健診

個別健診

14,355

1,017

13,250

1,163

13,135

1,599

13,609

1,327
13,263

1,047

計 15,372 14,413 14,734 14,936 14,310

対象者数(人) 124,251 124,251 133,997 133,997 133,997

受診率(％) 12.4 11.6 11.0 11.1 10.7

 

胃がん検診（内視鏡）実施状況（平成２０年度開始） 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数

(人) 
個別健診 4,843 5,756 7,906 9,438 10,134

 

ウ 大腸がん検診（昭和62年度開始） 

《実 績》 

 大腸がん検診実施状況 

 

エ 子宮がん検診（昭和38年度開始） 

《実 績》 

 子宮がん検診実施状況 

 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 

集団健診

個別健診

16,835

16,530

15,947

17,119

16,487

20,130

17,515

20,984

 17,840

20,478

計 33,365 33,066 36,617 38,499 38,318

対象者数(人) 124,251 124,251 133,997 133,997 133,997

受診率(％) 26.9 26.6 27.3 28.7 28.6

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 

集団健診

個別健診

5,756

12,658

5,240

13,385

5,392

15,521

7,099

15,985

7,123

15,180

計 18,414 18,625 20,913 23,084 22,303

対象者数(人) 109,936 109,936 111,049 111,049 111,049

受診率(％) 16.7 16.9 18.8 20.8 20.1
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国の指針（隔年受診）による受診率  

※受診率 ＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－２年連続の受診者数）/（当該年度の対象者数）×１００ 

 

オ 乳がん検診（昭和62年度開始，平成16年度よりマンモグラフィ検査開始） 

《実 績》 

乳がん検診実施状況 

○ ４０歳代 

マンモグラフィ 

※受診率 ＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－２年連続の受診者数）/（当該年度の対象者数）×１００ 

 

国の指針（マンモグラフィ及び視触診併用者，隔年受診）による受診率 

※受診率 ＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－２年連続の受診者数）/（当該年度の対象者数）×１００ 

 

視触診 

※妊娠及びその疑いのある者，授乳中の者，心臓ペースメーカー装着した者，豊胸手術を受けた者，術後再建乳房，ＶＰ

シャント施術者，マンモグラフィ不適と判断される漏斗胸の者のみ 

 

○３０歳代：視触診 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数(人) 

２年連続受診者数（人）

18,414

5,945

18,625

6,493

20,913

7,292

23,084

8,838

22,303

9,536

対象者数(人) 109,936 109,936 111,049 111,049 111,049

※受診率(％) 24.5 27.8 29.0 31.7 32.3

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診

者数 

(人) 

集団健診 

個別健診 

5,881

3,700

5,276

3,518

4,988

3,580

6,877

2,473

6,702

1,979

計 9,581 8,794 8,568 9,350 8,681

２年連続受診者数 715 671 621 714 650 

対象者数(人) 80,792 80,792 85,032 85,032 85,032

※受診率(％) 19.6 21.9 19.7 20.2 20.4

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数(人) 

２年連続受診者数（人）

9,153

715

8,316

671

8,130

621

9,077

714

8,404

650

対象者数(人) 80,792 80,792 85,032 85,032 85,032

※受診率(％) 18.5 20.8 18.6 19.4 19.8

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 

集団健診

個別健診

17

64

22

42

32

33

46

35

40

24

計 81 64 65 81 64

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 

集団健診

個別健診

451

2,797

382

2,670

456

3,487

557

3,334

542

3,103

計 3,248 3,052 3,943 3,891 3,645

対象者数(人) 17,671 17,671 16,564 16,564 16,564

受診率(％) 18.4 17.3 23.8 23.5 22.0
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カ 前立腺がん検診（平成14年度開始） 

《実 績》 

前立腺がん検診実施状況 

 

② 骨粗しょう症検診（平成8年度開始 予算：7,500千円 国1/3，県1/3，市1/3） 

《実 績》 

骨粗しょう症検診実施状況 

項     目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 
集団健診 4,043 3,540 3,392 3,468 3,567

※対象 40･45･50･55･60･65･70歳の節目年齢の者 

 

③ 歯科健診（平成11年度開始 予算：16,248千円 国1/3，県1/3，市1/3） 

歯を失う原因の約半数は，歯周疾患といわれている。また，歯周疾患には自然治癒がなく，早

期発見とその予防が何よりも重要であるため，健康で豊かな食生活が営めるよう，歯科健診を実

施する。 

《実 績》 

歯科健診実施状況 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

（人） 

集団健診

個別健診

  1,983

    767

  1,540

 1,030

  1,413

  1,073

1,302

1,166

1,234

1,108

     計   2,750   2,570   2,486 2,468 2,342

対象者数（人）   29,876   29,097  18,533 18,533 18,533

受診率       9.2       8.8      13.4 13.3 12.6

※ 対象 40･45･50･55･60･65･70歳の節目年齢の者 

 ※ 平成23年度より，対象者数は国勢調査の人口統計により算出 

 

④ 肝炎ウイルス検診（平成14年度開始 予算：15,505千円 国1/3，県1/3，市1/3） 

《実 績》 

肝炎ウイルス検診実施状況 

 

 

 

 

 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

(人) 

集団健診

個別健診

5,409

6,971

5,139

7,143

5,342

8,072

5,658

8,612

5,815

8,365

計 12,380 12,282 13,414 14,270 14,180

対象者数(人) 39,689 39,689 43,957 43,957 43,957

受診率(％) 31.2 30.9 30.5 32.5 32.3

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

受診者数 

（人） 

集団健診

個別健診

3,346

1,789

2,704 

1,421 

3,275 

2,351 

3,277

2,492

3,069

2,735

     計 5,135 4,125 5,626 5,769 5,804
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⑤ 特定健康診査・特定保健指導 

(平成20年度開始 予算：国保特別会計 220,015千円 国1/3,県1/3,市1/3) 

 特定健康診査は，糖尿病や高脂血症，高尿酸血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防

することを目的として，メタボリックシンドロームに着目し，この該当者及び予備群を減少

させるための特定保健指導を必要とする者を，的確に抽出するために行う。 
 特定保健指導は，糖尿病等の生活習慣病予備群を生活習慣病に移行させないために，対象

者自身が健診結果を理解して体の変化に気づき，自らの生活習慣を振り返り，生活習慣を改

善するための行動目標を設定するとともに，自らが実践できるよう支援し，そのことにより

対象者が自分の健康に関するセルフケア（自己管理）ができるようになることを目的とし実

施する。 
 がん検診等と同時に実施することから，保険者である宇都宮市国民健康保険の担当課で

ある保険年金課からの執行委任により実施。 
《実 績》 

 特定健康診査実施状況（平成25年度実績は，平成26年3月27日費用決済状況による暫定値） 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 
平成25年度 

（暫定） 

対象者数(人) 85,965 86,609 86,675 87,454 87,619

受診者数（人） 19,604 20,009 19,970 22,127 21,838

受診率(％)  22.8  23.1 23.0 25.3 24.9

  

特定保健指導実施状況(平成25年度実績は，平成26年3月27日費用決済状況による暫定値） 

項   目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
平成25年度

（暫定） 

動

機

づ

け

支
援 

対象者数(人) 1,841 1,724 1,670 1,854 1,755

利用者数（人） 130 141 146 159 146

終了者数(人) 128 107 128 130 108

実施(終了)率(％) 7.0 6.2 7.7 7.0 6.2

積
極
的
支
援 

対象者数(人) 628 555 599 643 512

利用者数（人） 21 16 29 28 22

終了者数(人) 20 19 20 21 13

実施(終了)率(％) 3.2 3.4 3.3 3.3 2.5

特定保健指導 

実施(終了)率(％) 
6.0 5.5 6.5 6.0 5.3

 

 健診サポート事業 

ア．特定保健指導利用勧奨延べ件数 

 

 

 

 

 

 

※「対象者数」とは，抽出者から対象外の者を 

引いたもの。 

※「在」の勧奨は本人及び家族への勧奨も含む。   

※訪問の「不在」にはポスティング等も含む。 

 

 

 

年 度 ２５ 

動
機
づ
け
支
援 

対象者数（人） １，３５７

実
施
手
法 

電

話

在（件） １，０５９

不（件） ２２９

訪

問

在（件） ８０

不（件） ９１

積
極
的
支
援 

対象者数（人） ３８３

実
施
手
法 

電

話

在（件） ２５９

不（件） ９７

訪

問

在（件） ２１

不（件） ６５
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イ．特定保健指導利用勧奨率 

  ２５ 

対象者数（人） 勧奨実数（人） 利用勧奨数（％） 

動機づけ支援 １，３５７ １，１３８ ８３．９

積極的支援 ３８３ ２８０ ７３．１

※「勧奨実数」へは，本人及び家族への勧奨も含む。 

 

ウ．特定保健指導実施（動機づけ支援のみ実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 後期高齢者健康診査(平成20年度開始 予算：93,935千円) 

後期高齢者については栃木県後期高齢者医療広域連合から受託 

《実 績》 

 後期高齢者健康診査実施状況 

項  目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

受診者（人） 7,232 8,697 9,665 9,525 10,142

対象者数(人) 45,127 44,255 45,750 47,299 48,841

受診率(％) 16.0 19.7 21.1 20.1 20.8

 

 
（６）脳卒中発症登録事業 

① 脳卒中発症登録事業（平成10年度開始 県予算） 

【事業の目的・内容】 

   栃木県では全国に比して脳卒中による死亡率が高いことから，地域における脳卒中発症者の

実態を把握することにより，脳卒中総合対策を推進し，県民の健康の保持増進を図る。 

 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

脳卒中発症登録事業実施要領（栃木県） 
健康増進課健康づくりグループ 

（※実施主体：栃木県） 

 

《実 績》 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

発症登録報告 

医療機関数 
６ ６ ５ ６ ６ 

発症登録件数 ５０１ １，０４３ １，０９４ １，４２２ １，４７８

 

年 度 ２５ 

対象者数 １，３５７ 

初

回 

実施者数人） ４１

実施率（％） ３．０

中

間 

実施者（人） ３９

実施率（％） ２．９

終 

実施者（人） １８

実施率（％） １．３

- 37 -


